
第２ 平成20年度予算の状況

１ 一 般 会 計

平成20年度の当初予算及び上期の補正状況については、それぞれ５月及び11月の財政状況の公

表によりお知らせしましたが、その後の予算編成について、その概要を説明します。

○ 12月定例会

中小企業の厳しい景況に鑑み、資金調達の円滑化を図るため、中小企業制度融資における緊

急的な措置として、経営支援特別資金の融資対象要件を緩和し、経営安定資金の新規融資枠を

拡大したほか、新型インフルエンザの発生に備え、入院患者を受け入れる医療機関の医療機器

整備等の促進など、11億2,624万9千円の増額補正を行いました。

○ 12月臨時会

離職者の雇用を前提とした、道路、河川の維持管理業務や繁茂竹林の伐採の実施や、中小企

業制度融資における、離職者緊急雇用対策資金の創設等により、29億650万円の増額補正を行

いました。

○ ２月定例会

国の平成20年度第2次補正予算で措置された各種交付金を活用した各種事業の実施と各事業

の最終見込み等により93億7,396万3千円の減額補正を行いました。

この結果、最終予算額は、当初予算に対し、51億8,873万5千円減の7,050億1,615万3千円と

なりました。

平成20年度の財政運営については、厳しい財政事情のもとに推移しましたが、財源の重点

配分と行政執行の合理化及び効率化を図るとともに、財源の確保に最大限努めた結果、ほぼ

収支の均衡が確保できる予算となったものです。

第６表 平成20年度一般会計補正状況
（単位 千円）

区 分 金 額 補 正 後

当 初 710,204,888 －

６ 月 定 例 会 0 710,204,888

９ 月 定 例 会 152,479 710,357,367

12 月 定 例 会 1,126,249 711,483,616

12 月 臨 時 会 2,906,500 714,390,116

２ 月 定 例 会 △9,373,963 705,016,153

計 － 705,016,153
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第７表 平成20年度一般会計歳入予算補正状況

第８表 平成20年度一般会計歳出予算補正状況

（単位　千円、％）

9 月 現 計 12月定例会 12月臨時会 2月定例会
予 算 額 構成比 予 算 額 補 正 額 補 正 額 補 正 額 予 算 額 構成比

1 議 会 費 1,510,797 0.2 1,510,797 △75,432 1,435,365 0.2

2 総 務 費 39,468,151 5.6 39,479,801 121,546 680,589 40,281,936 5.7

3 民 生 費 71,937,224 10.1 71,991,928 1,852,919 73,844,847 10.5

4 衛 生 費 19,129,175 2.7 19,129,175 144,719 △259,901 19,013,993 2.7

5 労 働 費 4,548,578 0.6 4,548,578 90,000 5,059,523 9,698,101 1.4

6 農 林 水 産 業 費 50,888,075 7.2 50,974,200 25,750 30,000 △6,387,614 44,642,336 6.3

7 商 工 費 71,048,933 10.0 71,048,933 796,900 1,481,500 △3,777,748 69,549,585 9.9

8 土 木 費 109,534,398 15.4 109,534,398 37,334 1,305,000 △1,404,633 109,472,099 15.5

9 警 察 費 41,569,273 5.9 41,569,273 △543,460 41,025,813 5.8

10 教 育 費 149,025,335 21.0 149,025,335 △1,254,971 147,770,364 21.0

11 災 害 復 旧 費 5,050,021 0.7 5,050,021 △4,753,059 296,962 0.1

12 公 債 費 98,635,928 13.9 98,635,928 △1,074,176 97,561,752 13.8

13 諸 支 出 金 47,659,000 6.7 47,659,000 2,564,000 50,223,000 7.1

14 予 備 費 200,000 0.0 200,000 200,000 0.0

710,204,888 100.0 710,357,367 1,126,249 2,906,500 △9,373,963 705,016,153 100.0合　　　　　 計

当　　　　　　　　初 最　　　　　　　　終
科　　　　　　　　目 ��
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（単位　千円、％）

9 月 現 計 12月定例会 12月臨時会 2月定例会
予 算 額 構成比 予 算 額 補 正 額 補 正 額 補 正 額 予 算 額 構成比

1 197,280,559 27.8 197,280,559 △8,151,189 189,129,370 26.8

2 30,131,000 4.2 30,131,000 △5,223,000 24,908,000 3.5

3 3,699,000 0.5 3,699,000 △350,000 3,349,000 0.5

4 2,074,000 0.3 2,074,000 866,618 2,940,618 0.4

5 158,600,000 22.3 158,600,000 0 158,600,000 22.5

6 534,000 0.1 534,000 △11,000 523,000 0.1

7 7,432,244 1.0 7,432,244 △176,805 7,255,439 1.0

8 11,110,476 1.6 11,110,476 △382,362 10,728,114 1.5

9 89,905,095 12.7 89,905,995 108,247 4,878,819 94,893,061 13.5

10 1,999,648 0.3 1,999,648 △382,194 1,617,454 0.2

11 2,700,000 0.4 2,700,000 40,000 2,740,000 0.4

12 30,367,784 4.3 30,367,784 125 △3,591,283 26,776,626 3.8

13 0 － 147,195 212,977 1,345,000 767,501 2,472,673 0.4

14 84,640,582 11.9 84,644,966 804,900 1,561,500 △7,039,668 79,971,698 11.3

15 89,730,500 12.6 89,730,500 9,380,600 99,111,100 14.1

710,204,888 100.0 710,357,367 1,126,249 2,906,500 △9,373,963 705,016,153 100.0

一 般 財 源 446,087,712 62.8 446,234,907 212,977 1,345,000 △2,766,717 445,026,167 63.1

特 定 財 源 264,117,176 37.2 264,122,460 913,272 1,561,500 △6,607,246 259,989,986 36.9

自 主 財 源 365,662,293 51.5 365,813,872 1,018,002 2,906,500 △24,139,000 345,599,374 49.0

依 存 財 源 344,542,595 48.5 344,543,495 108,247 0 14,765,037 359,416,779 51.0

諸 収 入

県 債

財 産 収 入

寄 付 金

繰 入 金

繰 越 金

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

最　　　　　　　　終

歳　　入　　合　　計

財
源
区
分

県 税

地 方 消 費 税 清 算 金

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

科　　　　　　　　目
当　　　　　　　　初
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２ 特 別 会 計

平成20年度下期における特別会計予算の補正状況は、次のとおりです。

補正の主な内容は、摘要欄に記載のとおりであり、各特別会計における所要の事業費について

それぞれ補正を行ったものです。

第９表 平成20年度特別会計予算の補正状況

（単位　千円）

当 初 9 月 現 計 12月定例会 2 月 定 例 会 最 終
予 算 額 予 算 額 補 正 額 補 正 額 予 算 額

母子寡婦福祉資金 424,176 424,176 △20,000 404,176 貸付金

農 業 改 良 資 金 343,995 343,995 △102,400 241,595 貸付金

中小企業近代化資金 5,226,041 5,226,041 △2,251,186 2,974,855 中小企業設備近代化資金中小企業高度化資金

下関漁港地方卸売市場 594,145 594,145 △172,313 421,832 市場管理費水産加工団地整備費

林業・木材産業改善資
金 124,300 124,300 153,435 277,735 貸付金

沿岸漁業改善資金 101,261 121,261 △652 120,609 貸付金

当せん金付証票発売事
業 5,038,103 5,038,103 107,391 5,145,494 一般会計繰出金

収 入 証 紙 7,848,167 7,848,167 △104,527 7,743,640 他会計繰出金

土 地 取 得 事 業 11,647 11,647 △873 10,774 土地取得基金管理費

流 域 下 水 道 事 業 2,167,843 2,167,843 △1,188 2,166,655 流域下水道費

公 債 管 理 114,950,273 114,950,273 △414,052 114,536,221 公債費

港 湾 整 備 事 業 4,169,710 4,169,710 △32,236 4,137,474 港湾整備費

計 140,999,661 141,019,661 0 △2,838,601 138,181,060

摘　　　　　　　要特  別  会  計  名
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